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現
在
お
使
い
の
保
険
証（
だ
い
だ

い
色
）の
有
効
期
限
は
平
成
26
年
７

月
31
日
ま
で
で
す
。

　
８
月
１
日
以
降
に
お
使
い
い
た
だ

く
新
し
い
保
険
証（
水
色
・
上
部
に

青
帯
入
）は
７
月
中
に
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。

　
８
月
１
日
を
過
ぎ
て
も
保
険
証
が

届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　

町
民
課

　

☎
内
線
２
７
４
・２
７
５

後期高齢者医療制度に
加入されている皆様へ

８月１日から
保険証が新しくなります

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
は
、
主

に
75
歳
以
上
の
方
が
被
保
険
者
と
な
る

高
齢
者
の
た
め
の
医
療
制
度
で
す
。

　

医
療
費
の
財
源
は
、
５
割
を
公
費
、

４
割
を
若
い
世
代
の
保
険
料
、
残
り
の

１
割
を
被
保
険
者
が
負
担
す
る
仕
組
み

で
、
都
道
府
県
ご
と
に
制
度
を
運
営
す

る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
運
営

し
て
い
ま
す
。

▼
保
険
料
率
の
改
定

　

保
険
料
の
計
算
の
基
と
な
る
保
険
料

率
は
、
広
域
連
合
が
決
定
し
、
２
年
ご

と
に
改
正
さ
れ
ま
す
が
、
今
後
医
療
給

付
費
の
上
昇
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
保
険
料
率
の
上
昇
は
避
け
ら
れ

な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
影
響
に
よ
り
、
今
回
の
改

定
で
は
保
険
料
率
が
急
激
な
上
昇
を
抑

え
、
低
中
所
得
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
、

剰
余
金
と
県
の
財
政
安
定
化
基
金
の
一

部
を
取
り
崩
す
こ
と
で
、
保
険
料
率
の

急
激
な
上
昇
を
抑
制
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
・
27
年
度
の
保
険
料
率

等（
均
等
割
額
・
所
得
割
率
）は
次
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
間
保
険
料
の
限
度
額
は
、

55
万
円
か
ら
57
万
円
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

▼
保
険
料
の
計
算
方
法

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ず
つ
で

算
定
し
、
被
保
険
者
全
員
が
均
等
に
負

担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者
の

前
年
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
額
」
を
合
計
し
た
額
に
な
り
ま
す
。

▼
均
等
割
額
の
軽
減
措
置

　

世
帯
主
及
び
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
の
所
得
の
合
計
に
応
じ
て
、
均
等
割

額
が
次
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問　

町
民
課

　

☎
内
線
２
７
４
・２
７
５

世帯の総所得金額等の基準 軽減割合 軽減される額 軽減後の
均等割額

33万円 8.5割 36,193円 6,387円
上記世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円
（その他の各種所得なし）の場合 9割 38,322円 4,258円

33万円＋（24万5千円×当該世帯に属する被保険者数） 5割 21,290円 21,290円

33万円＋（45万円×当該世帯に属する被保険者の数） 2割 8,516円 34,064円

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

保険料率等 平成
24・25年度

平成
26・27年度

均等割額
（年額） 41,099円 42,580円

所得割率 8.01% 8.30%

　平成26年度より国民健康保険法に基づく保健事業の実施
等に関する指針が改正され、各市町村は健康・医療情報を
活用して効果的・効率的な保健事業の実施及び評価を行う
ことになりました。
　本町では、７月より、国民健康保険団体連合会のシステム
を利用し、被保険者の医療機関への受診状況等の「個人の
健康に関する情報」を活用し、保健事業を実施していきます。

問　町民課　☎内線 245

国保システムで「個人の健康に関する情報」を活用

【主な改正点】
・第３条（卑わい行為の禁止）
盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」
行為の禁止等
・第11条（つきまとい等の禁止）
　つきまとい等の禁止行為の追加等
【施行日】　平成 26 年７月１日

問　大磯警察署　☎（72）0110

「神奈川県迷惑行為防止条例」の一部が変わります！


